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許容可能な下限と して170億 ドル を提示 していたと されるが、 削減率が低い方

の66%の場合であっ て も米国の 0TDS を試算すると164億 ドルと なり、 同国に

対 して さ ら なる妥協を求める案だからで ある。

総合 AMS の削減率について も ブ ラ ケ ッ ト のついた数値ではあるが、 モ ダリ

テ イ案では一定の幅が示 されていたのに比べて単一 の削減率を提示 してお り 、

交渉担当者に決断を求める内容と言ってよい。 他方、 品日別 AMS については、

2002年農業法によっ て一部の支持がと く に拡大 した米国に配慮 して、 同国に対

してのみ、 やや柔軟な措置を許容 してい る。 デ ミ ニ ミ スについては、 ブラ ケ ッ

ト つき ながら削減幅を50% か60%かの二者択一 と してお り、 青の政策の上限に

ついては 「基準期間の農業総生産の平均の2.5%」 と 明示 して、 モ ダリ テ イ案

でついていたブラ ケ ッ ト を外 してい る。

輸出競争については、 輸出補助金について2006年 6 月のモ ダリ テ イ案から一 

歩進み、 2007年 4 月の 「議長ペーパー」 で示された案、 すなわち2010年までの

2 年間で支出額を半減させ、 さ らに2013年末までに撤廃するこ と が案と して固

まっ た。 ただ し、 約束期間中における対象数量の削減方法については、 ブラケ ッ

ト によっ て選択の余地を残 してい る。 輸出信用については、 輸出補助金と同等

の効果 を生 じ させない規律が整え られた一方で、 種子および繁殖家畜について

は例外とするこ と と なっ た。 輸出国家貿易では、 撤廃対象と なるか否かが決まっ

ていない独占権の使用が仮に認められる場合で も、 規律の迂回と な らない よ う

確保す るこ と が唱われてお り 、 実質的な禁止と言っ てよ く 、 オース ト ラ リ アや

カナダ等、 小麦ボー ドな どの国家貿易企業を運営 してい る輸出国にと っ て厳 し

い内容と なっ てい る。 また、 食料援助については、 一般的規律がほぼ固ま り 、

緊急食料援助のためのセーフ ボッ ク スについて も政府間機関や NGO 等を判断

基準に含めるか否かとい う論点を除き、 詳細な要件が規定されるに至っ た。

市場アクセス分野に目を向けると 、 2006年 6 月のモ ダリ テ イ案では 4 階層方

式によ る関税削減の階層設定が流動的であっ たが、 今回の議長テキス ト では20 
%、 50%、 75% を階層間の区切り とする案が明示 された。 ただ し、 各階層の削

減率については、 ブラ ケ ッ ト 書き で相当の幅をも たせた記述と なっ てお り 、 以

後の交渉課題 と して残 されていたこ と がわかる。

さ ら に 、 関税削減方式 が固 ま り つ つ あ っ た こ と を受 け て 、 重要品日

(Sensitive Products) の数 と その取扱いが交渉課題の重要な焦点と して浮上 し

てき た。 まず品目数の上限については、 タ リ フ ライ ンの 4 % と 6 % の選択肢が

ブラ ケ ッ ト で示 され、 技術的にこの上限を遵守するこ と が難 しい場合等につい

て、 6 % と 8 %の選択肢が準備されてい る。 重要品目の上限 8 %はかねてから

の EU の主張に沿っ た案であり 、 スイ ス、 ノ ルウェ ー、 日本等の G10諸国が要
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求 していた柔軟性のある関税削減の場合で10% とする案は、 今回の議長テキス

ト の段階で排除された格好と なっ た。

重要品目の取扱いについては、 通常の階層方式によ る関税削減率に対 して 3 
分の 1 または 3 分の 2 の削減幅と す るこ と を許容 してい るが、 代償措置と して

関税削減幅が小 さいほど関税割当 (TRQ: Tariff Rate Quota) の拡大幅をよ り

多 く す るこ と と し、 その数値について も 2 通り の可能性を示 してい る。 また、

拡大調整措置と して、 技術的困難等によ り重要品目数をよ り多 く 設定 した場合、

関税割当拡大幅を さ らに0.5%上乗せす るこ と 、 および削減後の関税率が100% 
を超える タ リ フ ライ ンが有税のタ リ フ ライ ンの 5 % を超える場合は、 全体平均

の関税割当拡大幅を さ らに上乗せす るこ と が盛り込まれてい るが、 その数値は

示 されてい ない。 逆に、 枠外輸入量が一定の水準を超えていた り それを超えて

増えたり した場合には、 関税割当拡大幅を縮減調整でき る措置も設定されてい

る。

市場 ア ク セ ス に関す る その他の事項 と し ては、 特別セ ー フ ガー ド (SSG: 
Special Safeguards) について実施期間の初めに対象品目を半減 し、 その後毎年

同率で削減するか、 先進国について重要品目の数と同数の品目について維持で

き るこ と と す るかの選択肢が示 されてい る。 対象品日の削減とい う方向性は明

確だが、 制度の撤廃か維持かについては固ま っ てい ない こ と がわかる。 また、

途上国に対す る特別かつ異な る取扱い に関 し ては、 特別品日 (SP: Special 
Products) と 途 上 国 向 け 特 別 セ ー フ ガ ー ド (SSM: Special Safeguard 
Mechanism) と も に、 明確なテ キス ト にす るほどには議論が十分に成熟 してい

ない と の判断が示されてお り、 議論の方向性のみが示 されるにと どまっ てい る。

以上の 3 分野に加えて、 現行の農業協定では欠落 してい る輸出禁止および制

限についての規定が盛り込まれてい る点は、 G10諸国や食料輸入開発途上国の

要求 を反映 した内容と 見るこ と ができ る。 ただ し、 確定的に示 されてい るのは

輸出禁止ま たは制限を実施す る場合の正当な理由の通報義務のみで あり 、 その

撤廃や期間の設定についての表現はすへてブラ ケ ッ ト に入れられて未確定事項

と なっ てい る。

議長テ キス ト の発出を受けて、 7 月24 日には非公式農業特別会合が開催され

た。 各国と も、 議長テキス ト を今後の議論の土台と して受け入れる姿勢 を示 し

つつ、 個別的な論点の指摘を行っ た。 と く に米国、 ブラ ジル、 オース ト ラ リ ア、

イ ン ド、 タイ 、 アルゼ ンチ ンは、 上限関税に関す る記述がない こ と に言及 した

ものの、 詳細は 9 月の議論 を待つ と して概略的な コ メ ン ト にと どま り 、 実質的

な議論は行われなかっ た。 フ アル コナー議長からは、 9 月 3 日よ り集中的な議

論 を 2 週間行い、 その後も 「期限を設けず必要なだけ時間をかけて議論す る」
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と の意向が示 された。 25 日の NAMA 交渉会合を挟んで、 7 月26 日には貿易交

渉委員会 (TNC: Trade Negotiations Committee) が開催され、 冒頭にラ ミ ー事

務局長から、 各交渉議長の下での多国間交渉プロセスが進展の鍵と なる、 9 月
以降はすべての交渉分野で同等のレベルの進展が必要、 と の発言があっ た。 次

いで各交渉議長が現状報告を行っ た後、 各国の意見が述べられ、 農業交渉議長

テキス ト については、 個別の論点では問題があるものの議論の土台、 出発点と

して受け入れる と と もに、 9 月以降の交渉におい て農業、 NAM A 各テ キス ト

の修正 を求めてい く 姿勢が示 さ れたが、 NAM A テ キス ト については多 く の開

発途上国が不満を表明 したと伝えられる。 翌 7 月27 日の WT0 一般理事会では、

ラ ミ ー事務局長よ り前日の貿易交渉委員会におけ る冒頭発言のポイ ン ト が紹介

されたのみで、 各国からの特段の発言はみられなかっ た 8 )。 

3 . 農業交渉議長テキス トの改訂 (2007年 9 月~ 2008年 4 月)
2007年 9 月から交渉が再開され、 2008年 1 月までの間に議長案に基づ く 集中

的 ・ 専門的議論が行われたと されてい るが、 この期間の交渉に関す る情報はき

わめて限られてお り 、 どのよ う な議論が展開 されたのか を探る こ と は困難 と言

わざる を得ない。 しか し、 9 月から10月にかけて精力的に行われた交渉の到達

点は、 11月以降に公表された作業文書に示 されてい る 9)。 まず輸出信用の分野

で、 11月 6 日に輸出信用 ・ 信用保証または輸出保険、 輸出国家貿易企業、 国際

食料援助に関する 3 つの文書が、 次いで12 日には輸出信用全般に関する主要条

項 を示 した文書が、 それぞれ発出された。 また12月 8 日には、 0TDS の階層方

式、 総合 AMS の階層方式、 デ ミ ニ ミ ス、 青の政策 をそれぞれ対象 と した、 国

内支持に関する 4 つの文書がま と めて発出され、 明けて2008年 1 月 4 日には、

関税削減の階層方式、 重要品日、 関税割当、 特別セーフガー ド、 特別品日など、

市場ア クセ スに関す る 8 つの文書が発出 された。

他方、 1 月26 日にはダボス会議の機会をと ら えてスイ ス主催の WT0 非公式

閣僚会議が開催 され、 ラ ミ ー事務局長 をは じめ、 米国、 EU、 カナ ダ、 日本、

オース ト ラ リ ア、 ブラ ジル、 イ ン ド、 中国、 南アフ リ カ、 韓国、 コ ロ ン ビア、

ペルー、 パキス タ ン、 レ ソ ト の各国代表が出席 した。 会合での議論 を受け、 議

長と り ま と めと してスイ スのロイ ター ド経済大臣は、 各国が交渉の年内妥結に

8 農林水産省 「ジュネ ーブにおけ る7月23 日の週の WT0 交渉各種会合の概要」 2007年 7 月
(http ://www.maff go .jp/j/kokusai/kousyo/wto/w_03_special_meeting/pdf/moda_hi90723 .pdf 2014年 9
月11 日確認)

9 WT0 “Chairperson's working documents November 2007 - January 2008” (http://www.
wto.org/english/tratop_e/agric_e/chare_workdoc_novO7_e.htm 2014年 9 月12 日確認) 
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強く コ ミ ッ ト してい るこ と、 3 月下旬にモ ダリ テ イ合意のための閣僚会合開催

を目指すこ と 、 多 く の国から農業 ・ NAM A 以外の分野の準備 も必要と の発言

があっ たこ と を指摘 した'°)。

2 月 8 日、 フ アルコナー農業交渉議長は、 2007年 7 月に発出 した議長テキス

ト の改訂版 を提示 した' ')。 こ の改訂は前年 9 月以来行われてき た技術的な議論

の結果等を反映 してお り 、 議長テ キス ト で 「明確なテ キス ト にす るほどには十

分に成熟 して」 い ない、 等の表現にと どまっ ていた多 く の部分も含めて、 全体

的にモ ダリ テ イの形式が整え られてい る。 と く に注日 されるのは、 途上国向け

SSM 、 特別品目 (SP) 等、 従来は詳細な提案がな されてい なかっ た途上国の

関心事項について も、 モ ダリ テ イ と しての文案がひと まず示 されたこ と である。 

なかで も、 タ リ フエ スカ レーシ ヨ ン、 熱帯産品、 特恵浸食については、 附属書

で例示リ ス ト が提示 されるな ど、 具体的な内容 を整えた文書と なっ てい る。 ま

た一次産品については、 すでに2007年 7 月の議長テキス ト の段階で、 政府間商

品協定を含め農業一 次産品の輸出価格を安定化 させるための共同行動の可能性

について書き込まれていたが、 改訂版ではこれに加えて1994年のガ ッ ト 第38条

の見直 しにまで言及 してお り 、 開発途上国側の要求 を受け入れつつ作成 された

文書であるこ と がう かがえる。

一方、 交渉の中心と なっ てき た主要 3 分野のお も な数宇については、 農林水

産省によれば 「原案 と同 じ幅のある提案が維持 され、 今後の議論に決着が委ね

られてい る」'2) と評価 さ れてい るが、 その詳細な表現等には微妙な変更が加え

られてお り、 モ ダリ テ イに向けて 「半歩前進」 した内容と考えるこ と もでき る。 

以下、 分野ごと に変更点を指摘 しておき たい。

国内支持における総合 AMS の削減は、 議長テキス ト で150億 ドルと400億 ド

ルと を分岐点とする 3 階層方式とするこ と と なっ ていたが、 固まっ ていなかっ

た削減率のブラケ ッ ト が外され、 400億 ドル超 (EU) が70%、 150億 ドル超400 
億 ドル以下 (米国と日本) が60%、 150億 ドル以下 (その他の先進国) が45% 
と な るこ と が、 明らかに示 された。 ま た、 開発途上国の S&D について、 削減

率を先進国の 3 分の 2 とす るこ と、 削減期間を先進国の 5 年間に対 して 8 年間

と す る こ と は議長テ キス ト と 同様で あ るが、 新規加盟国 (RAMS: Recently 
Acceded Members) についての規定が追加 さ れ、 削減 を求められない ケースが

10 農林水産省 「WT0 非公式閣僚会合の結果概要」 2008 年 1 月 (http://www.maff.go jp/j/ 
kokusai/kousyo/wto/w_02_schedule/pdfンh200126_hikousiki.pdf 2014年 9 月18 日確認)

11 WT0 “Revised draft modality for Agriculture,” TN/AG/W/4/Rev.1, 8 February 2008, (http://
www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/agchairtxt_feb08_e.htm 2014年 9 月19 日確認)

12 農林水産省 「農業交渉議長改訂テ キス ト につい て」 2008年 2 月 (http://www.maff.go.jp/j/ 
kokusai/kousyo/wto/w_02_schedule/pdfンh200208_text.pdf 2014年 9 月18 日確認) 


































